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第20号 昭和44年3月15日

NORC二.司一ス

社団法人日本外洋帆走協会

巻頭言

総会を終えて、漸く新しい年度を迎えた感が深くたりましたo

さて本年度の日本ヨット界の最大の関心事は、何と云っても、太平洋単独

横断レースであろうと思いますoとのニュースがお手もとに届けられる頃は、

世界の強豪達は、「フジャマ」を目標に、思い思いのコースを選び、ある者

は順風に乗り、ある者は暴風と闘いながら、しのぎを削って走り続けている

ことでしょうoこのレースに日本人が一人も参加しなかったことは、まこと

に残念左ことではありますが、このレースのフイニツシユラインが日本に引

かれたことは日本のヨット界にとっては、いろいろの意味で、意義深いもの

があり、関係者一同大変喜びを感じている次第であります○たヌ願わくぱ、

この良きレースに寸分たりともマイナスになるような現象が起ら左いことを、

心から希うものでありますo

NORCも、公益法人としての5周年を迎へましたo既に組織も固まり、

規程も一応完備し、業務も軌道に乗りましたので、これからは発展課程に入

り、飛躍の段階が始まると考へるべきであろうと思います○ヨットの泊地問

題を初めとし、今後に残された問題は沢山にありますoどうぞ、会員の皆様

におかれましても、当励会の発展のため、ひいては日本ヨット界の発展と、

世界的水準に近づけるため、大いにご尽力下さいますよう切望いたします○

、
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1本部

1．第15回理事会開催報告

この理事会は、入会金、会費船艇登録料等の値上げ等の重要議案を決める波欄含みの

ものであっただけに、審議は殆んどとの件に集中された観があったが、この件が原案通り

決定してからは、まことに盛りたくさんの議事も極めて順調に審議されたo

その次第は下記の通りであるo

記

日時昭和44年2月23日（日）11：30～14：00

場所東京都千代田区平河町2－7全共連ビル内マツヤサロン

出席者古屋徳兵衛飯島元次高村信、横山晃、外山賢三、関根久、吉谷竜一恥角田

博、丹羽由昌、頴川三郎聴津田郁太郎、井上正春、田中敬一脳土肥勝由、

委任状5通

審議議案

第1号議案昭和43年度事業報告及び収支決算の承認を求める件

第2号議案昭和44年度事業計画及び収支予算案の承認を求める件

第3号議案候補生を制度化するための定款の一部変更承認を求むる件

第4号議案（社）日本外洋帆走協会の組織及び連用の諸規定及び改訂の承認を求め

る件

（1）（社）日本外洋帆走協会組織及び運営規程の制定

（2）（社）日本外洋帆走協会船艇登録規程の制定

（3）安全規則の一部改訂

（4）計測規則施行要領別表の改訂

（5）レース規則の一部改訂

第5号議案資産の変更（登記事項の変更）

第6号議案賛助会員の推薦

第7号議案定款第10条第2項による会員の除名承認の件

第8号議案定款第7条による入会者の承認及びその他の件
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2．第6回通常総会報告

前記第15回理事会開催報告にも述べたように、この総会には、定款の変更謎組織運

営規程の制定等の重要議案の外に魁入会金、年会費、船艇登録料の値上げを決定するとい

う魁全会員に関係深い通常総会であったため、2月23日の総会当日は、会場のマツヤサ

ロンに1時頃には既に多数の会員が集り、14：10の開会時には定款に定める定足数を

遙かに上廻る出席者を得て、開会することができたo

今回は、関谷会長がご病気のため出席できず聴大儀見専務理事も外遊中にて欠席であっ

たが、飯島常務理事の名説明によって各議案とも全く反対意見なく、極めて順調に決定さ

れ16：00閉会したo当日議決された議案は

第1号議案昭和43年度事業報告及び収支決算

第2号議案昭和44年度事業計画及び収支予算

第3号議案資産の変更（登記事項の変更）

第4号議案準会員の制度化に伴う定款の一部変更

第5号議案（社）日本外洋帆走協会組織及び運営規程の制定

第6号議案安全規則の一部改訂

第7号議案レース規則の一部改訂

第8号議案欠員理事の補充

第9号議案その他

（1）賛助会員の推薦

（2）定款第10条第2項により著しく会費の納入を怠った会員の除名

（3）計測申請手続等に関する施行要領の一部改訂

3．太平洋単独横断レースについて

昨年から着々と準備を進めて来た太平洋単独横断レースも、正式エントリー6名脳その後

6番艇が棄権したため5隻にて槌3月15日にサンフランシスコをスタートし童したoこの

レースに日本からの参加者が1人もいないことは、各方面に意外の感を与えているようですo

第19号NOROニュースに載せた、外人選手の予定者も、多少変更になり、紅一点の西

－2－



ドイツのndithBaumanも引込んでしまいましたo

これからの興味は髄

○ファーストフイニツシユは誰か

○所要日数は幾日か

○どんなコースが選ばれたか

○大型艇と小型艇との間に格差が生ずるか

○艇にはどんな改良が加えられているか

などと、人それぞれ変った点に興味を持たれることでしょうo

NOROの太平洋シングルハント・レースコミツテイーはそれぞれの分担を定めて次の人達

にご苦労を願うこととなりましたo

大儀見（委員局、飯島（副委員長）、高村（信）、福吉、高村（孝）魁稲冨、

クレイ、山崎（達）、福留の諸氏o
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4．船艇登録規程の制定

今までNOROに登録する艇がいかなる基準に基いて決められるか、明確左規定がなく恥

各支部まちまちの見界であったので、その不都合を除き、登録手続きが規定化されましたo

その全文は次の通りですo

NORC船艇登録規程

槻定の適用）

第1条（社）日本外洋帆走協会（以下「NORo」という）に船艇を登録するときは脳この

規程によるo

（登録の条件）

第2条NORCに登録する艇は、すべて次の条件を満たすものでなければならな(ハo

(1)NoRc会員の所有する艇であることo

（2）健全な外洋帆走艇であることo

（3）外洋ヨツトレース出場資格に適合しない艇で、軽クルーザーとして登録することが

できるo

（登録の申込み）

第3条NOROに船艇の登録をしようとするものは、外洋帆走艇登録申込書（様式第3号）

に所要事項を記入し、登録料を添えて会長に提出し心固有の登録番号記載の登録証明

書（1謁竜第4－号）の交付を受けるものとするo

（登録艇のオーナーの変更）

第4条登録艇のオーナーが変更する場合は、新たにオーナーになる者は髄改めてその艇の外

洋帆走艇登録申込書（様式第3号）に登録料を添えて会長に提出し腿新オーナー名義

の登録証明書の交付を受けるものとするo

但しこの場合その艇の登録番号は変更しないo

（共|司オーナー艇の代表者の名義変動

第5条共同オーナー艇の代表者の名義を変更する場合は、共同オーナー艇名義変更届（様式

第5号）を会長に提出し、登録証明書の名義の書替えを受けるものとするo

－5－
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艇名の変更）

第6条オーナーが登録艇の挺名を変更しようとするときは、艇名変更届（様式第6号）を会

長に提出し新たに登録証明書の交付を受けるものとするo

燈録艇の登録抹消）

第7条オーナーが登録艇の登録を抹消しようとするときは、登録抹消届（様式第7号）に登

録証明書を添えて会長に提出し、登録の抹消を受けるものとするo

但し、登録を抹消した登録番号はそのままとし溌他の艇の登録番号として使用しない

ものとするo

2．オーナーが退会したときは、同時にその所有艇の登録は抹消するものとするo

3．オーナーが退会したときは、エンサイン．クラブ旗聴登録番号を使用してはならない。

（物品の交付）

第8条船艇を登録した者には髄クラブ旗及び国籍旗各1枚づつを交付するものとするo

（船艇登録料）

第9条船艇登録料は次の通りとするo

（1）計画水線長7.5m以上の艇1件10,000円

（うち支部交付金3，000円）

（2）計画水線長7.5m未満の艇1件5,000円

（うち支部交付金1，500円）

燈録番号の表示）

第10条登録番号は、メンスル恥トライスル、及びスピネーカーに表示されなければならな

い。又これらのセールを使用しない場合は患これに代る明確な方法で登録番号を表

示しなければなら友Iハ○

2．表示する登録番号の大きさは、次の基準によるものとするo

（1）クラスⅢ以上の艇

メンスルフツトの長さ 古一ぞ
｢句｡ 巾

15IR(4.57m)以下18〃12

15"(4.57⑩以上21〃14

－6－
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(2)クラスⅣ以下の艇

高さ巾太さ字間

15〃10〃2．5〃2．5〃

（変更）

第11条この規程は、理事会の議決を得なければ変更することができないo

附則

1．この規程は昭和44年1月1日に遡って実施するo

2．との規程の市朧にとも左い、軽クルーザー委員会は解散するo

（別表）

へ

支部名 登録番号

100～199

関東支部 ９
９
’
９
９

９
９
．
９
９

３
６
２
４

－
一
一
へ

０
０
０
０

０
０
０
０

３
６
２
４

東海支部

京 都支部 ９
９
９

９
９
９

７
５

－
一
一

０
１
０

０
０
７
５内海支部

トー－
｜西内海支部 800～899

夕、

5．ライフラフト設置場所についての私見

｢REDSHARK」関根 久

今度この艇を作るに当り随今迄の経験、及び事故の例から、下記の条件を満足させる処を考

えましたC

l・乗員の常時居る場所に近いことo

即臘コックピット、キヤビンハツチの近くo

－7－
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■

へ

2．2名の当直員が3秒以内に膨脹させられることo

もし必要とあればトリツプラインを片手に操縦出来ることo

3．展開したラフトが風にとばされぬよう確保する場所で、乗員が安全に放棄出来ることo

コックピット例「JOVIAI｣FIVEⅡ」

4．相当の強風、波、それによるヒールでスリップしてラフトが、位置をかえたり、海中に落

下したりせぬことo

例「M工SS#SUNBIRD」、ふじやま丸sHARKX

5．ラフト積載のために船の性能の低下を及ばさないことo

作業の邪魔にたらず、トップ．ヘビー、スターンヘビーに左らぬととo

6．常に安全な状態で維持し、点検が容易であることo

日光脳潮風にさらさぬことo

例スタグハウントﾞ

以上の諸条件脳本船の場合とヨットの差を充分に考えて、最良の場所として現在位置に決定魁

大変に満足しております｡

他に考えられる場所としては次の諸点ですが、その何れと比較しても「REDSHAR」で

採用している場所が優れていると思います○

－8－
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へ
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5~r5~｢53 〆~、

Lノ○ ○

以上のグラフにより、その安全性につIハてG点で何も差し支えないばかりか、最良の場所で

あることを確信しますo

6．本部連絡事項

（1）総会資料（既に配布済みのもの）の修正

2月に配布いたしました第6回通常総会資料は理事会及び通常総会における審議により

多少の修正部分が出ましたので魁甚だお手数ながら齢お手もとの総会資料の修正をして下

さいo

修正部分は次の通りですo

(a)社団法人日本外洋帆走協会組織及び運営規程(NORO組織図参照）

（了う表題の（詞をとる

（ｲ）第3条第4項（2）号を次の条文に変えるo

「計測の企画、実施、及び計測証書の発行に関することo」

け）第3条第4項の（5）の条文を削除するo

㈲第3条第4項の(6)を(5)とするo

㈱第13条第2項を次の条文に改めるo

「正会員、準会員にして、特別会員に編入した者、及び準会員にして満20才に達

一9－
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した者は、その年度の年会費の差額を納めなければ友ら左!ハoただし、特別会員にし

て正会員又は準会員になった者には、年会費の差額は返還しないo」

(力）第19条のあとに附則の文字を入れるo

NORO組織図（案）
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｜支部長｜
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’総会’
1－．－

’｜常任委員会｜
I．

|墨聴嘉震~濃｜
|：山憶壼磯賀浜｜

須

Iフフフフフフフ1
1リリリリリリリ！
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西
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海
支
部
（
右
に
準
ず
）

一

(b)安全規則

（ｱ）第7条第3項を次の如く改めるO

「外洋で行動する軽クルーザーは髄艇の大きさに応じて、1

準を満たさなければなら左1ハo」
－10－

2.と同等効力の技術基



（ｲ）第7条に第4項を設けて次の条文とするo

「4．外洋以外の水域で行動する軽クルーザーは、下記の簡易基準を満さなければ

たらないo

（1）全長5m以上

（2）復原範囲100o以上

e)100o傾斜で艇内に海水が浸入したいことo

（4）コクピツトはなるべく自動排水方式のこと。自動排水コクピツトでない艇は、艇

内に満水しても乗員を水上に支える浮力を持つことo

（5）いか茂る時でも、海上ですみやかに縮帆できる装置を持つことo

（6）乗員の半分以上が寝られる被われたスペース侭及び炊事できるスペースを持つこ

とo

（備考）

《）すべての軽クルーザーのオーナーは、簡易基準より上廻ることを、文書をもっ

て申告しなければ左らをいo

や）安全委員会は疑問のある艇に復原試験または浸水試験を要求できるo

㈲強制備品の品目は、各支部が定めるo
〆

(c)計測申請手続等に関する施行要領

別表1．言槻ll料の表の下に下記の字句を入れるo

「鰹クルーザーの計測科は別に定めるo)」

へ

（
’

(2)料金の変更及び取扱い銀行

前記諸規定の制定並びに改訂により聴諸料金が下記の通り変更されましたOお間違いな

きようご納入願いますo

年会費納入期日毎年度2月末日左でに納入のことo

納入先

現金………NORO本部宛

I住友銀行虎ノ門支店普通預金口座
･･･1

幅本勧業銀行虎ノ門支店普通預金口座
振込み

－11－
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へ

、

(注）京橋支店より虎ノ門支店に移しましたo

口座名は（社）日本外洋帆走協会

料 金 表

入 会金

特別会員

千"-．
L準会員

土篭蹴堂
L準会員

年 会 費

-［
計画水線長7.5m以上

船艇登録料

安全検査料

計測料

関東支部基金（関東支部のみ）

(3)1969年度NOROレース計画表

－12－
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官庁通達事項

このたび、36年間にわたって使用されてきた国際信号が大幅に改正され、来る4月1日

より新しい信号様式が用いられることと左つた旨、海上保安庁より通達が出されたので鑓お

知らせいたしますとともに脳国際レースに参加されたり腿国際航海をされる艇等には、特に

新しい「国際信号書」を備えられるようお勧めいたしますo

７

へ

国際信号書の改正について、

44．2．25

海上保安庁

1．実施期日及び制度

今回、国際信号書が全面改正になり、昭和44年4月’日から新国際信号書が実施される

ことになった。この改正に伴い、海上保安庁においては、国際信号害に関する制度の整備を

準備しており臘近日中に新省令を制定する予定である。

2．改正の経緯

昭和36年（1961年)IMoO(政府間海事協議機関）に恥国際通信書の改正のため

の委員会が設置され昭和40年（1965年)IMOOの第4回総会において改正、国際信

号害が採択されたo

注：現行は、「国際通信書」と呼称して1ハるが、改正後は「国際信号書」と改める｡

一

3改正のおもな内容

今回の改正は、現行のものが非常に煩雑であるので、これを改めて簡便にすること及び信

号事項を航海の安全に関する事項に主眼をおく、という二大方針に基づいて次のような改正

を行なったo

（1）現行の国際通信書は信号篇及び電信篇の二分冊になっており腿各分冊ごとに信号を定め

ているo
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これを改めて一冊にまとめ抵各信号の方式とも使用する信号は共通なものとなっているo

(2)現行の国際通信書は信号の数が非常に多数であるため使用上不便であるo

これを改めて使用頻度の少ない事項に関する信号は整理し、信号の数を少なくまとめて

いるo

(3)現行の信号は語句の表示となってIハるためL文章を送信する場合は信号を組合せる必要

があるo

これを改めて信号は文章を表示するものとし、かつ文章の変化が簡便にできるようにな

っているo

(4)現行の信号の字数は脳信号篇においては1字から4字まで、電信篇においては5字とな

っているo

これを改めて信号の字数はl字から3字までとたっているo

(5)信号事項を、一般部門及び医療部門の二大構成とし各部門を事項別にまとめて使用の便

を図っているo

(6)現行の国際信号書は地名の信号も定めているが＄これは廃止されたo

4．国際信号書の構成

国際信号書は魁総則腿一般部門及び医療部門によって構成しており聴その概要は次の通り

であるo

（1）総則

総則においては、信号の基本となる事項、すなわち用語の定義、通信文の変化の方法、

信号方式の種類、各信号方式別の信号方法等を解説すると共に侭緊急魁重要叉は使用頻度

の高い事項に関する1字信号を定めているo

（2）一般部門

医療機関を除き魁船舶の運航に関する事項を定める（2字信号）ときもに魁通信文の変

化を容易にするための補足語を定め、との補足語をまとめた補足語表を掲げているo

なお、一般部門の信号事項は贈船舶の遭難及び救助に関する事項を主眼としているo

(3)医療部門

－17－
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医療部門は、救助の一態様である医療救助をまとめており、船内において患者が発生し

た場合に、患者の容態を医療機関等に伝え腿医療機関等からの指示を得て応急手当を行な

うことができるように左っているo

(参考）

補足語の用法

新国際信号書の特色の一つは恥文章の変化が簡便にできることであり、このために、補足

語を使用することにしているo

1．補足語表を使用しない場合

h)部分的変化

例〃CP《°・°。。〃私（室たは指示船）は、あなたの援助に向かって(ハるo
〃

〃 〃 〃

OP1。・・・sAR(捜索救助）の航空機は、あ左たの援助に向かって

(向かおうとして）いるo
〃

(2)質問

例〃DY〃。｡・・・〃船（名称または信号符字）が蝋緯度・・・・

経度。・・・で沈没したo〃

"DY4〃。。。。〃船の沈没した場所の水深は(ハくらかo〃

(3)回答

例〃HX〃。。。。｡〃あなたは、衝突によって損傷をうけたかo〃

"HX1〃・・・。〃私は龍水線上に重大な損傷をうけたo〃

(4)情報の伝達

例〃工N〃。。。。。〃本船は、潜水夫が欲しいo〃

"IN1〃｡。。。〃本船は職プロペラのからみ物を取るため、潜水夫が欲しいo〃

2．補足語表を使用する場合

例〃WT〃・・・。。〃非常に発達した低気圧が指示方向（補足語表Ⅲ）から近づい

ているo
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国際信号書の改正に伴なう注意事項について（抜華）

1．国際信号書の意義

国際信号書は、船舶が、他船又は陸上と略号を用いて通信しようとする際の信号の方法及

び意味を定めたものであるo

日本船舶は、略号を用いて通信しようとする場合は付近にある者が誤解するおそれがない

場合を除いて、今年4月1日からは脳との国際信号書に基づいて通信しなければならないo

従って、新しい国際信号書を入手する玄での間は、略号を用いて通信することは脳避けた方

が賢明であるo

へ

０
」

召

2．国際信号書の備付け

(1)備付けを義務付けられる船舶

（ヨットはこの中に入らないので略す）

似）備付け義務を除外されている船舶の措置

法的には上記(1)以外の船舶は、国際信号害の備付け義務を除外されているが、他船等か

ら国際信号害による通信を受けた場合に支障を来たさないように、これらの船舶において

もできるだけ国際信号書を備付けることが望ましいo

3．国際信号書の販売

日本語版の国際信号書は2月27日から発売されており、日本海員披済会及び同会の特約

（
一

店に連絡すれば、入手できるo(定価茎3,500-)

4．国際信号書の主な内容

国際信号書の主な内容及改正点は魁

(1)各信号方式とも、使用する信号は同じ現行のものは、信号篇と電信篇によって信号が異

なっているが、改正によって旗りゆう信号発光信号腿音響信号、拡声器による音声通話、

無線電信無線電話、手旗または徒手で行なう信号のいづれにあっても、使用する信号

－19－



へ

一

（略号）はみんな同じである。

(2)主な信号の意味

イ遭難信号、緊急信号（現行通り）

ロ－般1字信号の意味

(a)一般1字信号のうち髄B.0．D.E．F・G(私は水先人が欲しい）、H・工．

I｣.O・P(港内で、本船は腿出港しようとしているので全員帰船されたい）、Q、

S、U、V、W、Xは、現行通りであるo

(b)Rは、一般’字信号のうちからなくなり恥現行の手続信号("受信した”または

“あなたのただいまの信号を受信した”）と同じo

（0）改正された一般1字信号は次の通り

丁雨蚕潜水忍蓋ろ~Eそ尾5微速で十分避けよ

G私は、水先人が欲しい（現行

私は、揚網中であるo(漁場

とき)o

どおり）

で接近して操業している、漁船によって用いられた

J|私は火災中で、危険物を積んでいるo私を十分避けよo

KI私は、あなたと通信したいo

MI本船は停船してIハるo行足はた'ﾊo

DI港内で、本船は、出港しようとしているので全員帰船されたいo(現行通り）

洋上で齢本船の漁網が障害物にひっかかっているo(漁船はこのような意味に用

いることができる)o

T|本船を避けよo本船は二そうびき トロールに従事中であるo

Y本船は、走錨中であるo

私は、引き船がほしいC

l私は投總中であるo(漁場で接近して操業してIハる漁船によって用いられたとき）

－20－
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〔参考〕 一般1字信号（全文）

1字信号いずれの信号方式でも行うことができるo

※印は恥注意(1)を参照のことo

A私は、潜水夫をおろして'ハる、微速で十分避けよo

※B私は、危険物を荷役中または運送中であるC

Oイエス（肯定または“直前の符字は肯定の意味に解されたIハ'')o

※，私を避けよo私は砿操縦が困難であるo

※囚私は髄針路を右に変えてIハるo

r私は操縦できな《ハo私と通信せよO

G私は水先人がほしいo

私は揚網中であるo

（漁場で接近して操業している漁船によって用いられたとき)o

※H私は、水先人を乗せているo

※I私は、針路を左に変えているo

J私は火災中で、危険物を積んでいるo私を十分避けよO

K私は、あ左たと通信したいO

Lあなたは、すぐ停船されたいo

※M本船は停船して‘ハるo行き足はな'ハO

Nノウ（否定または“直前の文字は否定の意味に解されたい")o

この信号は、視覚信号と音響信号にだけ使用し、音声または無線による送信は

"NO"を使用するC

O人が篭海中に落ちたo

P港内で、本船は、出港しようとしているので全員帰船されたいo

洋上で脳本船の漁網が障害物にひっかかっているo

（漁船はこのような意味に用いることができる)o

Q,|本船は健康であるo検疫交通許可証を交付されたいo

再邑

屯

4

（
一
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本船の機関は後進中であるo

本船を避けよo本船は、2そうびきのトロールに従事中であるo

あなたは危険に向っているo

私は援助がほしいo

私は、医療の援助がほしいo

実施を待て、そして私の信号に注意せよo

本船は走錨中であるo

私は髄引き船がほしいo

私は投網中であるo

（漁場で接近して操業している漁船によって用いられたとき)o

Ｓ
Ｔ
Ｕ
Ｖ
Ｗ
Ｘ
Ｙ
Ｚ

※
※

へ

注意（1）※印の信号を音響信号で行なう場合は、海上衝突予防法第15条および第28条

の規定に従がわなければ左ら歳Iハo

(2)Kとsの信号は、遭難中の人員の乗っている小型ボートの上陸用信号として髄特

別の意味を持っているo

（1960年、海上人命安全条約第5章第16規則)o

1字信号の補足的用法

いづれの信号方式にも用いることができる。

一

’
A|3けたの数字の直前に付けて…….…………….、方位角または方位

03けたの数字の直前に付けて……………………針路

D2けた、4けた、または6けたの数字の直前

に付けて…･･…･…･………・・日付

G4けた、または5けたの数字の

直前に付けて………･………･･…経度（最後の2けたは分、前

の2けたまたは3けたは度を表わす）
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‘’
1けたの数字の直前に付けて………私は、あなたと……（補足語表1）によって通信

たいo

4けたの数字の直前に付けて………緯度（最初の2けたは度、あとの2けたは分を表

す）

1けた以上の数字の直前に付けて…･“距離（海里を単位とする)o

1けた以上の数字の直前に付けて……週童（ノットを単位とする)o

4けたの数字の直前に付けて……“…･地方時（最初の2けたは時、あとの2けたは分

表わす)o

1けた以上の数字の直前に付けて……速度（キロメートル／時を単位とする）

4けたの数字の直前に付けて…………グリニッジ平時（最初の2けたは時、後の2け

は分を表わ-ｵー ）

し

わIロ

R

門

口

T を

へ

0

Ｖ
Ｚ た

●

’

「風」（続き）

よみもの

（2）春の風

春の風で一番知られているのは樋何といっても「春一番」であろうoしかし日本は今な

お、陰暦と大陽歴がごっちゃにだっており、春の季節さへ現在の通念では3.4.5月である

が、暦の24節気では艇立春即ち2月の4日から5日頃から、5月5日頃の立夏までが

春ということに左っているのであって、これでは春の中に冬らしい寒ﾊ季節が含まれて殖

春という季節感が大きくずれてしまうのである○

そのため従来の春の風の中には、多分に冬の様な厳しいものも春の風として扱われてい

るのが実情であるo

× ×

「春一番」その名から春に入って真先に吹く風という印象を与えるのであるが、実際は

別の名においてそれ以前に吹く風もないわけではないO春一番は「春一」ともいわれ恥内

海方面で2月末から3月初め頃に恥西を伴って強く吹く南風のことであって、この風が吹

けば春が来る、即ち「春を呼ぶ風」といわれているのであるO日本海の壱岐島の島人たち

－23－
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も、この風の吹くのを首を長くして待っており、それ以後は急に冬の荒海も静かになり、

本州との航路も平常化し、漁業も活発になるというoこの「春一番」のあと脳桜の花を控

えて「春二番」と{八う同じような雨を伴った強い南風が吹いて、桜の花を早めることが多

'ハ○

． ××

上記の「春一番」という南風が吹く前から、「東風吹かば匂(ハ起せよ………」で知られ

ている早春の風「こら」がある。

北西の冬の季節風が次第に衰えて、日本の上を移動性高気圧と低気圧とが相次いで通る

ようになって＄東寄りの風即ち「東風」の吹く機会が多くなり、早春のみならず春を通じ

てIハわれる風であるoしかし軽「東風」だけで呼ばれる場合より、その上に名詞や形容詞

がつく場合が多く、それだけで風の内容も具体化されてくるのであるo例えば「梅どち」

「桜どち」のほかに髄漁民の間では「鯖（さわら）どち」「い左だどち」などとして用い

られ館時間や性格から「朝東風」「夕東風」「強東風」「正（童）どち」などと使い分け

られ、春風のうちでもやL寒い感じを持っている。

× ×

春の風には、東風のほか西風もあるo陰暦の2月15日は釈迦の入滅の日であるが心こ

の頃に吹く西風のことを伊豆や鳥羽の漁師がrr""li『滋:」というoこの風は釈迦入滅の浄

土からの迎いの風だといい慣わされており、愛知県では峰ﾂ|”リとも!ﾊっている。また

丁度この頃が彼岸に当るのでこれを「彼岸西風」ともいい、別のもののように思っている

者もいるが実際は同じ風である。

この西風は概ねそよそよ吹<ものであるが、時には非常に強い風になるときもあり、こ

んな風を特に「貝寄せ」といい恥大阪では、竜神が聖徳太子に貝殼を捧げるために吹く尊

い風であるという一方＄伊豆半島や鳥羽あたりの漁師たちは、この「貝寄せ」を怖れてい

るというo

× ×

このほか春の風に、「ようず」という風があって恥主として瀬戸内海方面でIハわれる言

葉であるol司じ南東の風に対して伊豆諸島方面では、「ゆ－ずまじ」「ゆ－ずがえし」と
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誰って用いられている｡多少風の性質は違うけれども、静岡県の西部方面では夕方に吹く

風のことを「よ－で」というよく似た表現を用いているが風向は必ずしも東南とは限られ

ていたいo

× ×

春風飴蕩という春風は、まことに温和な春の風の総称であって、この中に「まじ」と(ハ

う南風があるoこれは南又は南寄りの穏やかな風であって心桜の花の咲くころの南風を広

島方面では、「桜まじ」といい、この風が吹く日を､メバリがよく釣れる的日和とされているo

これよりももう少し遅れた6月頃吹く南風は、伊豆や伊勢方面で「油室じ」といわれ、

晴れた静かなものとされているoしかし脳内海方面では「油まじ」は夏の南風であるとい

っているところもある｡「油照り」「油凪」などの夏の現象から受ける感覚からは、夏の

南風の方がピツタリするように思われるo油を流したような瀬戸内海の「油なぎ」のとき、

海面の一部分に小さなさgなみが立ち、あそこにゆけば風があるぞと思わせる僅かな風を

「油まじ」というとのこと脳一名「澗軋」ともいうが、なるほどと感心させられるo

恐らく内海支部、西内海支部の方々は、こんな風に出遭って悩まされたことが、再々であ

ろうと思いますo

Ⅱ関東支部

（1）日本外洋帆走協会関東支部運営規則の帝促

当関東支部は去る2月23日マツヤサロンにおいて支部通常総会を開き魁かねて懸案の

日本外洋帆走協会関東支部運営規則を満場一致をもって可決し、支部運営の制度化を図り

ましたo

日本海洋帆走協会関東支部運営規則

第1章総則

（名称）

第1条本支部は、日本外洋帆走協会（以下「NORO」というo)関東支部というo

（事務所）

－25－
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第2条本支部は脳事務所をNORO本部内に置くo

（目的）

第3条との規則は、NOROの円滑な運営を図るため蝋関東水域におけるNOROの事業

の実施を目的とするo

第2章組織

（構成）

第4条本支部は、関東水域の会員（以下「会員」というo)をもって構成するo

（役員）

第5条本支部に次の役員を置くo

（1）支部長1名

（2）常任委員35名以内（支部長、フリートキヤツプテンを含むo)

（3）監事2名以内

（役員の選田

第6条支部長は支音端会において、本支部に属する理事の中より選任し、理事会の同意を

得て会長が任命するo

2常任委員及び監事は、支部総会において会員の中より選任し脳支部長が任命するo

（役員の職務）

第7条支部長は、支部を代表し総括するo

2支部長に事故ある時は魁総務委員長がその職務を代理し、また常任委員会の議長と

左るo

3常任委員は常任委員会を組織して、支部の日常業務の運営に当る･

4監事は、支部の会計を監査し、会議に出席し、意見を述べることが出来るo

（役員の任期）

第8条役員の任期は、NORO定款第14条を準用するo

（委員封

第9条常任委員会のもとに、次の委員会を置くo

（1）総務委負会

－26－



セ）海事思想普及委員会

（3）安全委員会

（4）計測委貝会

（5）し－ス委員会

（6）水路委員会

（委員長及び委員の選任）

第10条各委員会の委員長は、常任委員会に於て常任委員の中より選任し、支部長が任命す

るo

2各委員会の委員は魁常任委員会において、会員の中より選任し遮支部長が任命するo

3．各委員会には、必要に応じ委員長の選任した補助委員を置くことができるo

倭員会の職務）

第11条総務委員会は、次の事項を,汲うo

（1）支部の事業及び企画に関することo

（2）各委員会相互間の調整に関することo

（3）儀式典礼に関することo

（4）会員の入会及び脱退に関するととo

6）支部の会計に閏することo

（6）艇の登録に関することo

（7）官公署関係機関唾関係団体等に対する申請、報告、折衝及び意見具申等に関す

ることo
「手

（8）所掌事項に関し、本部との連絡及び本部への意見具申に関することo

（9）その他延他の委員会に属さないことo

2海事思想普及委員会は、次の事項を扱うo

へ

0

へ

４

(1)海事思想普及のための企画及び実施に関するととo

(2)外洋帆走艇に関する知識の啓発、宣伝並びに技術指導に関することo

C)外洋帆走に必要な運用技術及び航海術の向上並びに航行の安全と事故防止の為

の講習会の開催に関するととo

－27－
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（4）本部海事思想普及委員会との連絡及び意見具申に関することO

（5）その他、海事思想普及に関するととo

3安全委員会は次の事項を扱うo

（1）安全検査の企画及び実施に関することo

（2）外洋帆走に必要な連用技術及び航海術の研究指導に関するととo

(3)外洋帆走に必要な気象、海象の調査研究及び指導に関す-ることo

(4)外洋帆走艇の船体及び属具備品に関する研究魁試作及び成果の発表に関するこ

とo

（5）外洋帆走艇の事故の調査及び防止に関することo

（6）外洋帆走艇の設計及び造船に関する指導に関することo

（7）本部安全委員会との連絡及び意見具申に関することo

（8）その他、安全に関すること○

4計測委員会は龍次の事項を扱うo

（1）外洋帆走艇の計測の企画及び実施に関することo

（2）本部計測委員会との連絡及び意見具申に関することo

（3）その他＄計測に関すること｡

5レース委員会は、次の事項を扱うo

（1）支部の主催するレースの企画及び実施に関することo

（2）レースの審判及ひ褒賞に関することo

（3）本部レース委員会との連絡及び意見具申に関することo

（4）その他、レースに関することo

6水路委員会は、次の事項を扱うo

（1）港湾、泊地及び水路の調査蝋広報に関することo

（2）停泊、海面の確保に関することo

（3）標識等の設置及び廃止に関することo

(4)本部総務委員会との所掌事項の連絡及び意見具申に関することo

(5)その他、水路に関することo

－28－



（フリート）

第12条本支部に、事業の分担と、円滑なる運営及び会員相互の親睦を図るため、次のフリ

ートを置くo

（1）横浜フリー卜（5）シーボニアフリート

（2）横須賀フリート （6）小網代フリート

（3）諸磯フリー卜 （7）葉山フリー卜

（4）油壺フリー卜（8）江の島フリート

2フリートは、一泊地を恒久的に基地とする登録艇に属する会員をもって構成するo

3フリートキヤツフ．テンは侭フリートを代表し瞳統括するo

4フリートキヤツプテンはフリート総会により選出し、支部総会において選任するo

5フリートの設立、廃止は、支部総会におIハて決定するo

第3章会議

膣別）

第13条 会議は総会脳常任委員会心及びオーナー会議とするo

(総会）

第14条総会は、通常総会及び臨時総会とし、支部長が招集し、議長となる。

2通常総会は聴毎事業年度終了後2ケ月以内に招集するo

3臨時総会は、支部長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上が総会の目的事

項を記載した文書をもって要請したときは、支部長は、その請求のあった日から

30日以内に招集しなければ左らな1ハ。

4総会を招集しようとするときは、開催日の’0日前までに、会議の目的事項、日時

及び場所を示した文書をもって、会員に通知しなければならない。

ただし＄緊急を要するときは、直ちに附議することが出来る。

（総会の議決事項）

第15条総会は髄との規則に規定するもののほか、NORC定款第20条を準用するo

（総会の定足数及び議決）

第’6条総会は心会員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することが出来ない。

－29－
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2．総会の議事は魁出席した会員の半数の議決をもって、これを決し侭可否同数のとき

は支部長の決するところによるo

3総会に出席することのできない会員は書面をもって、議決し唾または他の出席者に

議決権の代行を委任することができるoこの場合、その会員は出席したものとみな

す○

4議決権は（社)NoRo定款第21条4項に準ずるo

（常任委員会）

第17条常任委員会は、支部長が議長となり、常任委員をもって構成し魁必要に応じて、他

の会員を適宜出席せしめることができるo

2常任委員会は侭支部の日常の業務の運営に当り恥次の事項を審議決定するo

（1）総会に提出する議案。

（2）総会によって委任された事項o

（3）その他支部の運営上、必要な事項o

（常任委員会の招集）

第18条常任委員会は、月1回の定例のほか、支部長が必要と認めたとき招集する。

（規定の準用）

第19条常任委員会には、第16条の規定を準用するo

2前項の規定忙か出わらず、審議事項に関係ある委員会の常任委員、委員又はフリー

トキヤツプテンが出席しない場合は賭当該事項を議決することはできな｛ハO

（オーナー会議

第20条オーナー会議は、必要に応じて開催し、支部運営上の重要事項について審議するo

第4章会計

（事業年度）

第21条本支部の事業年度は、毎年1月1日に始まぃ12月31日に終るo

（経費の支荊

第22条本支部の経費は、本部よりの交付金（会費、入会金、船艇登録料、レー言ｽ参加料、計測

料腿安全検査料）及び寄付金腿その他の収入により支弁するo
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臨時会費）

第23条本支部の運営上必要あるときは魁支部総会の議決を経て、臨時会費を徴収すること

が出来るo

（剰余金の処分）

第24条本支部の毎事業年度におIハて、剰余金が生じたときは、翌年度に繰越すものとするo

第5章規則の変更及び支部の解散

（規則の変更）

第25条この規則は支部総会の議決を得なければ、変更することができな{ハo

（解散）

第26条本支部の解散は、支部総会にお!ハて魁特別会員正会員の3分の2以上の決議を得

なければならな‘ハo

（残余財産の処分）

第27条本蕊Bの解散に伴う残余財産は魁支部総会にお(ハて、特|｣会員、正会員の3分の2

以上の議決を得た後、会長の許可を受け左ければ恥処分することができないo

附則

1との規則の制定は魁第25条に準じて行うo

2との規則は、支部総会の議決が友された日より施行するo

3この規則の制定にともない、関東支部会計規則を廃止するo

(44．2．23制定）

(2)支部役員の決定

3月19日1830より船舶振興ビル10階に於て開催した関東支部運営規則市碇後の

第1回常任委員会におIハて同規則に定める支部役員が次の如く決定いたしましたo

常任委員古屋徳兵衛支部長

大儀見薦
〃

〃 飯島元次

〃 渡辺修治計測委員

横山晃安全委員
〃
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常任委員

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

関 根久

外山賢三

吉谷竜一

石原慎太郎

名和幸夫

落合公平

福永昭

周東英卿

福吉信男

宇都宮道春

中戸将治

加藤栄美

武市俊

森村讓二

吉田義明

稲冨敬

池田亀之助

戸田邦司

守屋克己

安岡信一

津野守邦

A･巴．K工NG

金原良一

山崎達光

大谷正彦

小林秀一

岩田頑夫

海事思想普及委員

総務委員長

海事思想普及委員長

安全委員長

計測委員長

レース委員長

水路委員長

総傍委員

海事思想普及委員

計測委員

レース委員

レース委員

ﾚー ｽ委員(礒騨(騨議』秀ﾝ）

横浜フリートキヤツフ°テン

横須賀〃

油壺〃

シーボニア〃

小網代〃

葉山〃

江の島〃
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高村孝総務委員

監事士肥勝由

〃 富永弘

Ⅲ東海支部

1．会議の状況

1月16日支部例会

議題（1）小型船舶操縦士試験について

（2）軽クルーザー問題特別委員会の答申について

（3）海事普及、安全、計測各委員会の本年度事茉計画について

（4）通信対策特別委員会の運営について

（5）耕礎披露。「チタⅢ」壮行会につIハて

（6）鬼崎港の近況について

（7）会旗掲揚の励行について

1月23日常任委員会

議題（1）新艇披露「チタⅢ」壮行会打合せ

（2）会費未納者督促の件

（3）自衛艦乗艦実習の件

（4）海技試験受験に際し乗船履歴証明の件

（5）「外洋帆走の夕」開催に関する件

2月6日支部総会

議題（1）43年度支部事業融決算報告恥44年度事業計画、予算承認の件

（2）会費値上げの件

（3）「外洋帆走の夕」に関する件

（4）海技試験に関する件

（5）通信対策特別委員会中間報告（使用周波数蒜機種に関して）

3月6日常任委員会

－33－
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議題（1）総会秘理事会報告

（2）鬼崎ヨットハーバーのブイ検査につ(ﾊて

（3）造船懇談会の開催につIハて

（4）第7回海技教室第8回海技教室について

（5）通信機の諸問題について

2．ポイントレース入賞艇

第1回伊勢湾ポイントレース入賞艇（1月15日実施）

1位「ペテイ魁プランセ」

2位「しゃち」

3位「アルバトロス」

第2回伊勢湾ポイントレース入賞艇（3月21日実施）

1位「しゃち」

2位「ペテイ．プランセ」

3位「ルナⅢ」

へ

守

3.NORC新艇披露並びに「チタⅢ」壮行会

1月26日名古屋駅前ホテルニユーナゴヤにおいて、昨年度後半入会の会員および登録

艇の紹介をかねて2月17日衣浦港をロスアンゼルスに向けて出帆した「チタⅢ」の壮行

会を行ったoザへ

丁

当日は本部関東支部、京都支部、西内海支部からの参加もあり盛会であったo
℃

4．「チタⅢ」の状況報告

(1)航海計画

「CHITAⅢ」航海予定表

日本（衣浦濁出|帆

ミト,ウエー諸島通過

ロサンゼルス

７
０
０

１
３
３

２
・
抄
４

９６９１

着
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ロサンゼルス出帆7．4

ホノルル（トランパツクレース）着7.17

ハワイ島出帆8.10

サモア諸島着10，0

シト・ニー着，2．，

出帆1226
〃

ﾎバー ﾄ（ﾀｽー ﾆｱ島）（感三下ﾚー ｽ）着Ⅲ970.1.2
シンガポール

香港

香港

マニラ（チヤイナシーレース）

台湾（高燭

那覇

日本（衣浦港）

菫
信
菫
信

2．15

3．20

4．10

4．17

5．1

5．15

6．10

へ

出帆

着
着
着
＝
／目

(2)出帆後の動静

2月17日衣浦港出港一相賀浦入港（日和待ち）

18日相賀浦出港一賀田入港（日和待ち）

21日賀田出港

28日父島入港（日和待ち）

3月5日父島出港

3月20日正午位置27o441N166ol7'E

連絡は週2回アマチュア無線によっているo

使用周波数帯小笠原まで3.5MC以後21MG

その他予備として7M0，28MO、

コールサイン、JA2YNG交信状態は良好

へ
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5．小型船舶操縦士試験について

2月12日東海船舶操縦士試験において上記試験が実施され当支部から6名の受験者が

あったo内1名は身体検査で不合格と左つた外、全員合格したo

筆記試験は大変易しいが、受験資格はかなり厳しく、視力は痢艮0．4以上魁乗船履歴と

しては乗船日数実質365日以上となっておりますo

6．第7回海技教室開催

天測技術の講習を目的として、第7回海技教室が2月8日より5回、25時間にわたっ

て実施されましたo

講師は角田支部長、名古屋市立科学館のフ･ラネタリウムをおりまぜた講義鬼崎港での

実地訓練などで受講者は熱心に受講し、天測の初歩をそれぞれ習得いたしましたo

なお脳との講習は各自六分儀、天測略歴、簡易天測表持参という厳しい条件でしたが脳

8名が参加しました○

7．第8回海技教室開催

3月9日名古屋駅前中小企業センターにて髄名古屋海上保安部、朝日新聞社後援の第8

回海技教室が開催されましたo

おなじみの宇都宮道春氏を迎え髄「Sa11andPower」をテキストに大変面白く

有益なお話を伺いましたo

当日は京都から2名の受講者もあり盛会でしたo

テーマと講師は

「ヨットマンのしつけ」角田東海支部長

「ヨツトマンの教育とシーマンシップの基本」

宇都宮「ウッノミャ．セーリング．スクール」校長

8．無線について

今回の「チタⅢ」の行動は乗員であるハムの戸塚、隅谷両君によって現在のところスム
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一ズに連絡がとれておりますo

昨年来、当支部にお(ハて、通信対策特別委員会を発足させ龍一方ハムの免許をとること

をすkめてきましたが、現在有資格者は約15名にたりました。

3月6日の委員会での無線連絡についての結論は次のとおりです｡

(1)安全装備としての通信機はSOS自動発信磯が一番確実であり、これを採用するo

(2)アマチュア無線は技術の上達、藤島の整備によって、有効な通信手段となりうる現在

は実験段階であるo

(3)遠f醗通信用としては「ヤエスFTDX-100」が一番良いo使用周波数帯3．5－

7－14－21－28メガサイクルo現在「チタ、」および「白雲」に搭載しているo

@)平常の使用範囲、通信機の簡便性、価格の点などから、一般向にはグループ内通信用

として当面144メガサイクル帯のFMトランシーバーを採用することとなったo

との線にそって支部所属艇のうち希望するものは搭載することになるが、出力10W

で価格約4万円で、伊勢湾、三河湾友どで十二分に活用出来るものと考えられるO

なお当支部としては各支部においてもこの方向（144メガ帯）で整備されることを

希望している｡

Ⅳ京都支部

1．総務関係

（1）艇長会議

本年第1回艇長会議を3月2日開催し、支部長及び各委員は全員留任に決定したo

（2）新入会員

Nu60河辺俊雄

住所大津市観音寺町3－11竜（07754）2－8854

1可志社大学外洋帆走部主将

所属フルール・ブルーⅢ

（3）死亡

元マリリアの代表名義人（特別会員）安藤銃二氏は去る1月22日死亡され、マリリ

ー37－

二里
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アの名義人（特別会員）に北岡正一氏がなりましたo

2．海事思想普及関係

（1）クルーザー教室

4月下旬より4ヶ月間毎月3日づ虫、初心者向のクルーザー教室を一般並びに会員を

対象に開催す農o募集人員は20名とし、受講費は未定であり玄すo

（2）航海用具実習

7月上旬3日間の予定にて、六分儀（セクスタント）所有者に対して、熊野灘沖で天

測実習を用い室すo所要費用は末だ決っておりません･

へ

ﾛ

?

3．その他

（1）井上正春氏同志社大学外洋帆走部初代監督就任o同志社大学体育会外のスポーツ活動

として同大学に外洋帆走部が本年2月より発足し、その初代監督として当支部井上支部

長が就任ざれ職その手腕の程が大いに期待されていますo

4．昭和44年度レース予定

昭和44年度京都支部レース予定表

＝斜|距離’。‐≦｜ﾕ潔－ﾄ|ﾌｲー ﾂｼ≦|帆走委員時
一
、
ｊ
７
ｌ
ｊ
８
－
印
錘
一
、
Ｊ
６
ｌ
、
Ｊ
４

日
一
旧
鍵
一
旧
砲
一
睡
画
一
旧
些
旧
率

へ
松本、井上大橋一沖ノ島一大橋 大橋20崖 (）9．00沖ノ島

ハヤテ、秋山大橋大橋一多景島一大橋 07．0026多景島

6／14
18．00

北岡、辻井大橋一竹生烏一宮ケ浜 宮ケ浜竹生島’50

馬杉、秋山大橋大橋一白石一大橋 07．0026沖ノ白石

K.Y、0．－舞子 舞子 中谷としぶき

岡島とシーメート

07．0014近江舞子

満月
一一､・ヰ

フンフーフー
K、Y｡C．－郵浮禍堂 16．00

9／25

仕．日）
竹生島

10／4－5
大橋一竹生島一正Y.Q117.00 耒舎とジョーカーK、Y、0．

Fー局

a／

１
２
旧
レー

大橋大橋一沖ノ島一大橋20 09．00 栂舌とピクトリー沖ノ島

大橋|田村と…△’
日く
〃
１
７

園’ 上 09．00沖ノ島’20
1
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V 内海支部

1．内海支部だより

2月20日、大阪スポーツマン会館で、今年初めてのオーナー会議を開催し、スケジュー

ルを決定したo今年も去年と同じく担当部長制を採用し、それぞれの責任によって、計画実

行願うことになった、担当部長は次の通り

行事担当樽谷博

し－ス担当合田督

ランデフ．ウ担当谷川晴彦

普及安全担当塚本修

表彰担当井上透

行事としては、ランデブウ、レース5回、表彰式忘年会及び、安全規則講議を行うo

※ランデブウの日時はゴールデンウイークの5月3日に淡路島西海岸で催し、場所の設

営等,は恥担当部長の谷川氏が、実地調査の結果決定することになったo

※レースの方針は、内海支部に所属する海域のすべてのクルザーのヨツトマンをNOR

Cに入会して貰う様に、レースを二種類に分け、一つは従来のオーシヤンレースを主

体とし、高度のレーシング．バアフオーマンスを目的とする、このレースとして紀伊

水道レース、高松レースを当てるo他方、ディンギーからクルーザーに乗った人達や

初歩の軽クルーザーの人達すべてを包含し、幅の広いNOROを形成する為に、オー

フンレースを行うoこのレースでは余り厳格に規則を云有せずに、例へば、安全備品

の不足があれば蝋帆走委員会で貸与出来る様準備を行うoそしてレースの前に二時間

位、野本謙作、松木哲両先生に脳安全規則の講議して戴き、出艇者の安全を期するこ

とにしたoとのレースとして#|体．大阪湾横断．幡磨雛レースを当てる｡

※表彰式忘年会は昨年同様11月30日関西ヨツトクラフ．で行うo樽谷、井上両氏が担

当するo

－39－
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Ⅳ西内海支部（記事なし）

Ⅶ会員及び登録艇

1．会員及び登録艇の現状

昭和44年3月15日現在

特別会員 正会貝｜準会員 登録艇数TOTAI」

関東支部’147

束海支部27

京都支部16

147 433 57 637
１
９
４
２

１

へ
27 88 121b

６ 48 ５
７
１
３

26

25内海支部 38 74 137

西内海支部 14 31 ９
１３２

５
８
４
８９

0 45

TOTAI!|242 654 94

○おしらせ

正会員罷伊橋照美写真展

皆さんとおなじみ深い伊橋さんが「ヨット」を主題にした50余点の労作展

「風と水と光」を下記により開催されますので、皆さんのご賞覧を期待して

おりますとのことですo

記

日時昭和44年4月18日（金）～23日（水）

ところ東京銀座松屋デパート8階（特設会場）

へ
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住所変更

新 住氏名 所会員Nq

関東支部

鰐別会員）

東京都世田谷区桜新町2－25－2

〃文京区春日2－22－5川口アパート305号

土肥由夫

福山美晴

４
６
６
４
７
７
７
７

口
征会員）

へ

岩手県九戸郡山形村関

千葉県船橋市本中山町2－4－12

束京都町田市鶴川町5－18－18

神奈川県鎌倉市玉繩’－1－4

〃厚木市旭町4－12－6ソニ－岡田2寮

東京都南多摩郡多摩町和田1748

東京都渋谷区上原2－2－21

神奈川県横浜市金沢区富岡町110

束京都豊島区巣鴨5-1078清和荘

〃渋谷区本町5－44須賀方

〃港区麻布我善坊町

神奈川県横浜市金沢区谷津町235横浜国立大学大4寮

静岡県沼津市大岡駅前町2204－1若葉荘

東京都南多摩郡稲城町大丸95－6

神奈川県逗子市桜山2－1-34本田マンション

浅川進

士肥元良

福林紀元

橋本順

伊藤奉充

石渡四郎

笠井明人

小黒公一

松延猛

丸隆

須賀光一郎

高橋太郎

梅野裕二

柳橋達夫

井野茄一

6652

3352

5578

6692

7762

68－904

5593

6611

4429

6680

6671

7786

7743

5572

5574

k

P、
4

P

(準会員）

68－979 東京都調布市深大寺町3593清水方善高谷 人

内海支部’

38梶田知追大阪府吹田市古江台2－12－22

33◎白戸健，岡山県玉野市和田5－3-19-102
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-I
会員Nql氏名 新 住 所

80鈴木隆一郎大阪府大阪市阿倍野区松崎町2－5－3－16

21猪上忠彦兵庫県加古川市平岡町二俣石原造船社宅102号

西内海支部

50◎浅川喜雄大分県別府市弓ケ浜4－11生駒アパート内

33長島一郎広島県広島市庚午北2－8－10

17佐友木司朗〃〃宇品神田2-15-21神田マンション1

京都支部

451若草弘一京都市上京区寺之内通り千本東入ル上ル酌入ル井田町

ヨン102号

へ‘

4

『

会 間 の異動員

Ⅲ‘｜氏名｜所属艇
（特別会員より正会員へ）

55IARNEKQKSENDAI」

81今関康志シヤークⅦ

（正会員より特別会員へ）

42日比正光(237)BUCOANEER

83都築勝利(217)AYA

16北岡正-|(703)MARIIjIA

支部名 会員Na 氏 名

東海支部

〃

部
部
支
支
″
海
都
東
京

6へ

す

（準会員より正会員へ）

関東支部，,‘‘|高橋太郎|･工…‘
’？‘‘』柴田靖康|舞う，蝋，

’］8武内良夫’

〃

内海支部
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3．新登録艇の紹介

油壼

シーボ

ニァ

諸磯

ヘ

ム

シーボ

ニア

シーボ

ニァ

諸磯

シーボ

ニア

諸磯

シーポ

ニァ

江の島

衣浦

烏羽

和具

凸

あとがき

第6回通常総会も、出欠のお返事も罷委任伏の送付もなく、事務局を大変心配させた人が

多かったのですが、それでもどうにか、事なく終了いたしましたo総会の出席は会員の大き

な義務の一つでありますので、お手数でも、出欠の有無だけは必ずお知らせを願います。

こんどのニュースは大へん発行が遅れて甲し訳ありません。実は内容をごらんになってい

ただけばおわかりと思いますが、各支部からの原稿の出が悪るく、原稿待ちに、時を消費し

た次第でありますo「記事たし」「報告なし」などと記入しては、支部の人に申し訳左いの

でありますが魁悪しからずご了承下さいo今後は〆切期日は厳重に守りますo次の〆切日は

5月31日ですoお忘れなきようお願いしますo

愈々シーズンに入りますので、ご活躍をご期待いたしますo(高村記）

得、．

、
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支部

関東

″
″
″
″
″
″
″
″
″
″

東海

″
″

セーノレ

Nq

４
５
８
９
０
１
３
４
５
６
７
５
６
９

３
３
３
３
４
４
４
４
４
４
４
３
３
３

６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
２
２
２

艇名

MAH圭MAH工I

つばき

WATHRBABY

SAMOAI

Ｏ
Ａ
Ｇ
Ｌ
Ａ
Ｅ
Ｖ
Ｖ

瀞（トロ）

SOYOKAZE

PUFF

SIMPLON

路
雲
Ⅲ
ＡＹ
血
加
工
Ⅷ
Ｈ
Ａ

潮
白
Ｃ
Ｇ

RIG

Ｄ
Ｓ
ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ

クフス

Ⅲ
Ⅲ
Ｖ
Ｖ
Ⅲ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ⅳ
Ｖ
Ⅲ

LOA×IjWI｣×B×．

ｍ
Ｏ
０

７
７
１
１
×
×

ｍ
４
４

８
８
２
２
駄
啄
０
０
７
７
×
×

ｍ
５
５

４
４
９
９

2Z.4"×198"×7′2-1ﾉﾝ×311サバ

mmm、

6．50×5．40×2．04×1．40

11．00×8.5①<3．12×1．93

6．50×5.40×2．04×1．40

6．300×5．600×1．997×2．50

6．5×5.4×2．04×1.4

８
５
０

１
５
４

１
１
１

×
×
×
０
４

８
３
０

１
２
２

×
×
×

７
０
０

５
１
４

５
６
５

×
×
×
９
０

７
４
５

６
７
６

10．95×7．40×302×1．77

12.]､5×10．55×3.00×215

8．00×6．52×226×1．55 ’

オーナー

三木貞守

釜口昌久

西野明男

大石巖

武田陽信

武田陽信

小林功

倉本昌治

本間武男

川口恒司

深川竜男

榊原伊三

丹羽由昌

竹内美好


